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新水経理第２７２号 

令和７年１２月２６日 

 

関係者各位 

 

総務部経理課長 

（担当：契約係） 

 

 

工事費内訳書の記載について 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、建設業者は、

入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正

な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公

共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。 

これを踏まえ、工事費内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。 

 

 

記 

 

１ 対象 

競争入札により請負契約を締結する予定価格４００万円超の建設工事 

 

２ 様式・提出方法について 

・入札公告及び指名通知時に掲載している設計書では、今回の変更が未対応となって

おります。 

・５項目（労務費、材料費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係

る掛金）について、従来の「工事費内訳書」に行を追加して記載するか、備考欄な

ど欄外へ記載する形でご対応ください。 

・追加項目については、国が示す記載例（土木工事は３ページ、建築工事は４〜８ペ

ージ）を参考としてください。 

 

３ 適用日 

令和８年１月５日以降に入札公告、指名通知する案件から適用します。 

 

４ 留意点 

今回改正された改正された追加項目の記載に不備があった場合でも、直ちに入札を無

効とはしません。 





（宛先）　新潟市水道事業管理者



（宛先）　新潟市水道事業管理者










